






              

 

 

令和５年住宅・土地統計調査の実施及び調査員の推薦について 

 

日頃から、横浜市政の推進に格別の御支援、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、本年10月１日を調査期日として、統計法に基づく基幹統計調査である住宅・土地統計調査

を総務省所管により実施します。 

つきましては、本調査の趣旨を御理解いただき、円滑に調査が実施できるよう周知・調査員の推

薦等について特段の御配慮と御協力をお願いします。 

 

１ 調査の概要について 

（１）調査の目的 

我が国の住宅及び土地とこれらを取り巻く環境に関する国民生活の実態を総合的に明らか

にすることにより、国及び地方公共団体の住生活関係諸施策の基礎資料を得ることを目的とし

た調査で、昭和23年以来５年ごとに実施しており、今年はその16回目にあたります。 

本年の調査は、近年において多様化している国民の居住状況や高齢化等の社会・経済状況の

変化を踏まえ、住宅ストックのみならず、高齢社会を支える居住環境、耐震性・防火性・省エ

ネルギー性などの住宅性能、土地の利用状況を明らかにするとともに、空き家を含めた住生活

の実態を明らかにすることとしています。 

（２）調査期日 

   令和５年10月１日 

（３）調査の対象 

   令和２年国勢調査調査区のうち約６分の１の調査区を対象とし、１調査区から17住戸を抽出

して調査します。 

【参考】 

横浜市 5,326調査区、約90,500住戸、調査員数：約1,800人 

青葉区 357調査区、約6,070住戸、調査員数：約120人 

※約20分の１の世帯が調査対象。（横浜市：約179万世帯、青葉区：約13万５千世帯のうち） 

（４）調査項目 

ア 住宅の構造に関する事項（居住室及び広さ、所有関係、敷地面積、構造、建て方等） 

イ 住宅に居住する世帯に関する事項（世帯の構成、年間収入、通勤時間、入居時期等） 

ウ 高齢者のための設備、省エネルギー設備に関する事項 

エ 増改築及び改修工事に関する事項 

オ 住居地以外の住宅及び土地に関する事項  

カ 建物の構造に関する事項（階数、建て方、腐食破損の有無等） 等 

    ※カについては調査員が目視等で調査します。 
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（５）調査の方法 

   調査員による調査票の配布を行います。世帯からの調査票の回答方法は①インターネッ

トを利用したオンライン回答、②区役所への郵送による提出、③調査員による世帯への回

収（封入任意）のいずれかの方法となります。 

（６）調査スケジュール 

ア 調査員説明会の開催（８月下旬～９月上旬） 

イ 調査単位区内の巡回、「調査のお知らせ」の配布（説明会後～９月中旬） 

ウ 調査書類の一次提出と調査対象世帯の抽出（９月中旬） 

エ 調査対象世帯への調査書類の配布（９月 23 日～30 日） 

オ 調査期日（10 月１日） 

カ 調査票の取集（調査員提出を希望した世帯のみ）（10 月１日～９日） 

キ 未回答世帯の特定、督促（10 月 10 日～17 日） 

ク 調査員から関係書類を受領（10 月中旬～下旬） 

 

２ 調査員の推薦について 

一部の調査区において、調査員の推薦を依頼させていただきます。適任の方を御推薦ください

ますようお願い申し上げます。 

 

（１）調査員の推薦依頼対象地域 

  別添参照 

（２）調査員の役割等 

調査員には１～３調査区（約17～50住戸）を受け持ち、担当調査区域内の世帯を対象に調査

票の配布や回収などを担当していただきます。調査員任命期間は概ね８月下旬から10月下旬頃

までで、報酬は担当調査区数に応じて約２～７万円程度になります。 

（３）配慮事項 

調査員の推薦にあたり、次の要件について特に御配慮いただきますようお願いいたします。 

ア 原則として20歳以上の方 

イ 責任を持って調査の事務ができる方 

ウ 調査で知った秘密を守ってもらえる方 

エ 税務、警察、選挙運動に直接関係のない方 

オ 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方 

（４）参考 

地域の実情に明るい自治会・町内会の皆様方に調査員の御推薦をお願いしたいと考えており

ます。なお、調査員については、自治会・町内会からの御推薦に加え、青葉区における登録調

査員も任命する予定です。 

 

 

【問合せ】青葉区総務課統計選挙係 

電話 978-2205 



別添資料

№ 自治会名 依頼人数 調査区数 № 自治会名 依頼人数 調査区数

1 3 1 2

3 大場町一心会 1 3 80 奈良四丁目自治会 1 2

1 2 0 0

8 たちばな台町内会 1 2 14 34

3 7 97 荏子田自治会 2 6

17 上市ヶ尾町内会 2 4 99 新石川中村自治会 2 4

18 中市ヶ尾自治会 1 3 100 新石川下谷自治会 2 6

4 11 101 美しが丘四丁目南自治会 1 2

21 みたけ台町内会 2 5 102 美しが丘四丁目北自治会 1 2

22 柿の木台町内会 1 3 104 美しが丘五丁目牛込自治会 1 2

23 もえぎ野町内会 1 3 106 あざみ野自治会 3 8

6 17 108 あざみ野団地自治会 2 4

25 藤が丘二丁目Ａ自治会 2 5 2 5

27 千草台自治会 2 6 112 小黒自治会 1 3

28 梅が丘自治会 2 6 116 荏田北二丁目自治会 1 2

5 12 0 0

30 あかね台二丁目自治会 1 2 0 0

31 堀之内自治会 1 3 2 5

32 井戸久保自治会 1 3 131 すすき野自治会 1 2

39 榎が丘西第一自治会 1 2 136 もみの木台自治会 1 3

47 松風台第四自治会 1 2 1 2

11 27 144 美しが丘東自治会 1 2

52 若草台自治会 1 2

58 青葉台一丁目自治会 1 2

63 青葉台二丁目自治会 3 8

64 しらとり台自治会 3 8 青葉区全体の依頼人数

65 つつじが丘自治会 2 4

69 榎が丘東自治会 1 3 51 127

　※　依頼予定人数は若干変動する可能性があります。　
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青葉区自治会・町内会長 各位 

青葉区総務課長 

青葉区版防災情報伝達システム訓練及び説明資料について（通知） 

 平素から市政・区政の推進並びに地域防災活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼を申し

上げます。 

 青葉区では平成 28年９月より、「青葉区版防災情報伝達システム」の運用を開始してい

ます。本システムは、電話や専用防災ラジオを活用し、自治会・町内会や地域防災拠点運

営委員長等の皆様に情報伝達を行うものです。 

 令和５年度につきましても、青葉区版防災情報伝達システムの訓練を次の通り実施しま

す。昨年度と同様に訓練日が近づきましたら、電話システム登録者に対して、電話で訓練

実施のご案内をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

また、今年度に会長が変わられた自治会・町内会向けに、情報伝達システム説明資料を添

付していますので、御確認のほどよろしくお願いします。 

１ 情報伝達システム訓練について 

(1) 日 時

ア 令和５年７月 11日（火） 11：25～11：40（予定）

イ 令和５年９月１日（金）   11：25～11：40（予定） 

ウ 令和６年１月 17日（水） 11：25～11：40（予定）

エ 令和６年３月 12日（火） 11：25～11：40（予定）

※ 各訓練日の前日にも、電話システムにて訓練のお知らせをする予定です。

(2) 訓練内容

ア 専用防災ラジオの自動起動及び放送受信訓練（専用防災ラジオ管理者のみ）

イ 電話システム運用訓練(電話システム登録者）

(3) 訓練当日に対応いただくこと

ア 専用防災ラジオを管理されている方

(ｱ) 訓練に際して、専用防災ラジオを電源につないでおいてください。

(ｲ) 専用防災ラジオは、自動起動した際、大きな音声がラジオから発信されます。ま

た、訓練終了後は自動でラジオの電源が切れます。

(ｳ) 専用防災ラジオの放送受信が出来ましたら、その旨を電話システムで御回答し

てください。（訓練実施時間に専用防災ラジオの近くにいることができない方は、

その旨を電話システムで御回答ください。）
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イ  専用防災ラジオを管理されていない方（電話システムのみ登録されている方） 

専用防災ラジオを管理されていない旨、電話システムで御回答してください。 

 

２ 情報伝達システム説明資料について 

(1)  青葉区版情報伝達システムについて（資料１） 

(2)  令和５年度の情報伝達システム訓練の留意点（資料２） 

(3)  専用防災ラジオの取扱方法（資料３） 

 

３ ホームページでの周知について 

  下記 URLにて本訓練の日程について、記載しています。 

  【URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp//aoba/kurashi/bosai_bohan/saigai/systemtrai

ning.html 

 

 

 

 

 

４ その他 

   ご不明な点がございましたら、下記担当者まで、お問い合わせください。  

【メールアドレス】 

ao-bosai@city.yokohama.jp 

 

 

担当：青葉区役所総務課危機管理担当 

（〒225-0024 市が尾町 31-4） 

長、柄、黒岩       

TEL：045-978-2213         

FAX：045-978-2410         

E-mail：ao-bosai@city.yokohama.jp 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/kurashi/bosai_bohan/saigai/systemtraining.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/kurashi/bosai_bohan/saigai/systemtraining.html
mailto:ao-bosai@city.yokohama.jp
tel:045-978-2213


ラジオによる情報伝達システム

・ＦＭサルースの電波を使い緊急情報を発信

・災害時には、ＦＭサルースまたは区役所か

ら緊急放送を発信

・緊急情報の場合は、専用ラジオで自動受信

電源がＯＦＦでも自動起動

・イッツコム加入世帯は、イッツコムの回線

から電波をとることも可能

青葉区版防災情報伝達システムについて 

 青葉区では、災害時の緊急情報発信手段の多重化を図るため、ラジオと電話を活用した２つの

情報伝達システムを独自に導入し、平成28年９月に運用を開始しています。

 町の防災組織である自治会・町内会や、地域防災拠点運営委員会等の皆様には、災害時の区役

所からの情報を得る手段の一つとして、ご活用していただきたいと考えています。 

 運用例としては、避難指示、土砂災害警戒情報、特別警報、震度５強以上の地震など、重大

な被害が予測され、緊急性が高い場合に災害情報を伝達します。 

その情報を地域で活用していただき、災害の被害を減らすことを目指しています。

電話による情報伝達システム 

・自治会・町内会長や地域防災拠点運営委員長

等の登録番号へ一斉に電話で緊急情報を配信

・情報と質問を自動音声で伝達し、電話のプッ

シュボタンによる番号回答を即時にシステム

で集計

【例】周辺に被害はありますか？ 

被害がある場合は「１」、ない場合は「２」を… 

システムの運用について

・ラジオによる情報伝達システムで使用する専用防災ラジオについては、

区役所から貸与します。

・電話による情報伝達システムについては、特別な機材の設置等は必要

ありません。お手持ちの携帯電話または、ご自宅の固定電話の番号を

登録していただき、災害発生時に機械音声による情報伝達を行います。

・専用防災ラジオの管理場所及び電話システム登録電話番号について、

区役所が管理するため、御登録していただきます。

・登録者が変更になる場合は、後任の方へ引き継いでいただくとともに、

区役所に変更情報の御連絡をいただきます。

【資料１】



システムイメージ図



令和５年度
青葉区版防災情報伝達システム

訓練の留意点

【資料２】

１ 訓練内容

(1) ラジオ

自動起動及び放送受信の確認

(2) 電話（自動音声による通知）

ラジオの受信状況を、登録された電話機のプッシュボタ

ンで回答

【050-3188-8400】

電話番号（自動音声）
電話による情報伝達時は、

左記の番号から電話がかかってきます。



２ 日時

(1)令和５年７月11日（火）

11:25～11:40（予定）

(2)令和５年９月１日（金）

11:25～11:40（予定）

(3)令和６年１月1７日（水）

11:25～11:40（予定）

(4)令和６年３月12日（火）

11:25～11:40（予定）

※各訓練日の前日に、電話システムにて訓練のお知

らせをする予定です。�

３ 留意点

(1)専用防災ラジオを管理されている方

ア 訓練の際は、ラジオのACアダプターをコンセントにつない

でください。（電源はオフにしてください。）

イ 訓練実施時間に外出をしている等、ラジオの近くにいること

ができない場合は、その旨を電話システムでご回答できます。

ウ 専用防災ラジオは、電源をオフの状態でも、自動起動し、大

きな音声がラジオから発信されます。

(2)専用防災ラジオを管理されていない方

ア 専用防災ラジオを管理されていない旨を電話システムでご回

答できます。
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青葉区防災ラジオのランプ状態説明資料

電源ランプは、緑点灯が正常です。

赤→緑の交互点滅していると、電
池切れのサインです。

受信ランプは、消灯が正常で
す。

赤点滅していると、電波の受
信状態が悪いサインです。

※電源は常にACアダプターに接続してください。接続し
ていない場合、電池は３日程度で切れてしまいます。

※受信ランプが赤点滅している場合は、裏面「青葉区防
災ラジオの受信改善マニュアル」を参考に、消灯する位
置を探してください。



 
 

用途地域等の見直し都市計画市素案の説明会開催について 
 
１ 用途地域等の見直しについて 

「用途地域」とは、土地利用の目的に応じて 13 種類に分かれた地域のことで、建築で

きる用途や規模などに関する一定のルールを定めたものです。 
近年の社会情勢を踏まえ、市民の暮らしやすさの向上や多様な活動の実現等につなげて

いくために、用途地域等の見直しを行います。 
昨年度いただいた市素案（案）に対する市民のみなさまのご意見を踏まえ、市素案を作

成しましたので、説明会を開催します。また市素案の縦覧、公聴会等を実施します。 
 

２ 都市計画市素案説明会 

 (1) 動画配信 

   横浜市ホームページで都市計画市素案の動画を配信します。 

   ・令和５年６月 30日（金）から７月 28日（金） 

 (2) 会場開催 

   市内 16会場で「配信している動画の視聴」、「個別相談」を実施します。 

・令和５年７月３日（月）から７月 21日（金）（予約不要） 

※会場と日時等の詳細は別添リーフレットの中面をご覧ください。 
 
３ 縦覧（閲覧） 

 (1) 期間 

   令和５年７月 14日（金）から７月 28日（金）（土・日・祝日は除く） 

 (2) 縦覧（閲覧）場所 

   都市計画市素案を以下の場所で確認することができます。 

  ア 建築局都市計画課（市庁舎 25階） 

  イ 各区役所の区政推進課（中区を除く） 

  ウ 建築局都市計画課のホームページ 
 

４ 公聴会 

  縦覧（閲覧）期間中、関係住民及び利害関係人は、公述の申出ができます。公述申出が

あった場合は公聴会を開催します。 
 

５ 添付リーフレットの配布場所（６月初旬から配布予定）※市のホームページでも公開予定 

(1) 見直し予定区域へ戸別配布（６月初旬から６月 30日で配布予定） 

(2) 各区役所の広報相談係 

(3) 建築局都市計画課の窓口（市庁舎 25階） 

(4) 市民情報センター（市庁舎３階） 

(5) 駅や公共施設に設置されている PRボックス 
 

【担 当】建築局都市計画課 岳村、飯島、下田 
【連絡先】６７１－２６５８ 

検索 

市連会５月定例会説明資料 
令 和 ５ 年 ５ 月 1 2 日 
建 築 局 都 市 計 画 課 

横浜市市素案説明会 













令和５年度 青葉区 運営方針 
 

Ⅰ 基本目標 

 青葉区は、計画的に整備された美しい街並みや豊かな自然、地域活動をはじめ、さまざまな活動が活

発に行われている魅力にあふれたまちです。 

昨年度実施した区民意識調査では、８割の方が、区に愛着や誇りを感じているとお答えいただいてい

ます。また、将来の青葉区に求めるものとしては、快適な生活環境や福祉サービスの充実、若年層の流

入や安心して子育てできることなどが挙げられました。 

 「横浜市中期計画 2022～2025」※1では、「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を

基本戦略としています。青葉区も、中期計画を踏まえながら、これからも「住みつづけたい・住みたい

まち 青葉」であるよう、10 年 20 年先を見据え、以下の４つの柱に沿って青葉区での取組を進めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
★基本目標等を具体化する、主な事業・取組については、次頁以降をご覧ください。 
 
 

Ⅱ 目標達成に向けた施策 

目標達成に向けた４つの柱 

１ 誰もがいきいきと、健やかに暮らせるまちづくり 

２ 安全で安心して暮らせるまちづくり 

３ さまざまな人や地域の活力を高め、つながるまちづくり 

４ 未来に向けて特色を生かすまちづくり 

「住みつづけたい・住みたいまち 青葉」の実現 

青葉区マスコットキャラクター 

なしかちゃん 

チーム力・職員力を高める 

 課の枠を超えた情報共有や連携強化に取り組み、どんな時でも互いに協力し支え合える組織づく

りを進めます。また、職員が心身ともに健康でいきいきと働くことができるようワークスタイル改

革を推進するとともに、ＯＪＴや研修など人材育成に努め、職員のモチベーション・能力の向上、

職場全体のチーム力の底上げを図ります。 

区民の皆様の信頼に応える 

職員一人ひとりが丁寧・迅速・正確な対応

を心がけるとともに、区民の皆様のお困りご

とに耳を傾け、しっかりと寄り添ったうえで、

スピード感をもって対応します。事務事業の

点検・効率化を進めるとともにリスクマネジ

メントの推進により、適正な執行に努めます。 

地域連携力を高める 

 地域と「顔の見える関係」を築き、地域の

実情や課題、思いを共有しながら、連携を深

めていくことで、地域課題の解決に取り組み

ます。また、人のつながりや、地域の組織・

団体の連携が深まるよう、コーディネート力

を発揮して、地域の主体的な取組を支援しま

す。 



【参考】主な事業・取組 

 

１ 誰もがいきいきと、健やかに暮らせるまちづくり 

子育て支援事業、あおば健康スタイル、あおばかがやく生き生きプラン及び地域包括ケアシステム等の推進を通

じて誰もが自分らしく健やかに暮らせるまちづくりを進めます。 

子育て支援事業 

＜中期計画 戦略１ 政策１・２＞ 

産前産後のイメージを持って子育てができるようプレパパ・プレママクラ

スを拡充するとともに、子育て情報アプリ「Aonico」を活用し情報発信

を行うなど、安心して子育てできる環境づくりを通じて、未来を担うこど

もを育みます。 

地域包括ケアシステムの推進 

＜中期計画 戦略２ 政策 15・16＞ 

ｅスポーツを活用した高齢者向け事業展開について、テーマ型共創フ

ロントの活用等、公民連携による実施の検討を進めます。また、令和４

年度の学校法人桐蔭学園との健康調査の分析内容を参考に、認知

症予防の普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◎子育て情報アプリ「Aonico」 （登録者数約 2,000 人） 

子育て世帯や妊娠中の方が地域とつながり、孤立することなく子育てできるよう、 

スマートフォンアプリによる情報発信を行っています。 

地域の子育てイベントや子育て関連制度・手当等を紹介するとともに、 

区からのプッシュ通知により乳幼児健康診査等に関する情報を 

お知らせしています。 

 

◎official Instagram「おかわりなしかちゃんねる」 （フォロワー数約 1,300 人） 

保育園で子どもたちはどんな生活をしているの？保育園の先生はどうやって 

子どもと関わっているの？など、あまり見ることのできない保育園の様子や 

保育士の一日の仕事などを紹介しています。 

また、公立保育園で実施している育児講座や園庭開放などの情報も 

お知らせしています。 

 

◎子育て応援系 YouTube チャンネル「なしかちゃんねる」 （登録者数約 650 人） 

子どもとお家で過ごす時間が楽しくなる企画を公立保育園の保育士が制作しています。 

親子で楽しめる遊びや工作、お出かけスポットなど、保育士ならではの目線でお届けしています。 

子育てにまつわるお役立ち情報も、青葉区の魅力たっぷりで紹介しています。 

 

 

※登録者数等は令和５年４月時点のもの 

 

コラム ～青葉区子育て DX～ 

「Aonico」メニュー画面 



２ 安全で安心して暮らせるまちづくり 

防災や防犯、感染症対策等に関する取組を通じて、さまざまなリスクに備え、安全で安心して暮らせるまちづくりを

進めます。 

青葉区防災の街づくり事業 

＜中期計画 戦略２ 政策 17 

戦略８ 政策 33～35＞ 

災害に備え、避難所用エアマットや非常用バッ 

テリーを整備し、引き続き、自身の避難行動を 

考える「マイ・タイムライン作成講座」を開催し 

ます。また、地域防災拠点にペット同行避難 

受入時に必要となる主な資機材を貸し出し、 

災害時のペット対策を推進します。 

利用しやすい区役所づくり事業 

＜中期計画 戦略９ 政策 38＞ 

区庁舎の環境改善を始め、会議室にディスプレイやプロジェクターを設

置し、デジタル環境を整備するとともに、利用者の視点に立った整備・

改善を実施し、利用しやすい環境を整えます。 

  

３ さまざまな人や地域の活力を高め、つながるまちづくり 

さまざまな分野で多彩な人材・団体・活動が参加できる取組を実施するとともに、区制 30 周年に向けた準備を区

民の皆様と一緒に進めます。 

区制 30 周年記念準備事業 

＜中期計画 戦略２ 政策９＞ 

令和６年の区制 30 周年を区民の皆様とともに祝い、青葉区の魅力を

未来へつなぐ取組を進めます。30 周年イヤーのスタートに合わせ、ロ

ゴマークの作成等を通じ、機運醸成を図ります。 

地域福祉保健推進事業 

＜中期計画 戦略２ 政策 10＞ 

地域福祉保健計画を推進するほか、独居高齢者 

等の見守り活動を継続的に進めていくため、民生 

委員の負担軽減策として、地域見守りサポーター 

の仕組みを検討していきます。 

自治会町内会支援事業 

＜中期計画 戦略２ 政策９＞ 

区内での取組事例を踏まえ、ＳＮＳの活用に関する研修を実施し、自

治会町内会における情報共有手段の多様化をサポートします。 

  

４ 未来に向けて特色を生かすまちづくり 

文化・芸術、食、自然、農業など、青葉区のさまざまな特色を生かした取組を実施するとともに、脱炭素化及び 

ＤＸを推進し、将来にわたり魅力あるまちを目指します。 

郊外部の移動における脱炭素化の促進 

＜中期計画 戦略３ 政策 18、 

 戦略５ 政策 28＞ 

「横浜市広域シェアサイクル事業社会実験（道路局 

事業）」を局と連携し推進するとともに、ＣＯ２排出量の 

少ない移動手段の活用を幅広い世代に広報し、 

区民の皆様の行動変容につなげます。 

青葉区における都市農業の展開 

＜中期計画 戦略７ 政策 32＞ 

青葉区の特色である農業を生かして、地域の活性化 

や愛着につなげるため、農に関する技術革新や 

担い手創出に取り組む関係者とのネットワークを 

形成するとともに、地産地消の推進に取り組みます。 

青葉６大学※２ 連携事業 

＜中期計画 戦略４ 政策 23＞ 

令和４年度に青葉６大学学生が作成した「AOBA GUIDE BOOK『もっと

青葉が好きになる！』」※３ を周知していくとともに、引き続き青葉６大

学連携特別講座を実施します。 

【災害時のペット対策】 

【民生委員・児童委員 

の見守り活動】 

【シェアサイクルポート 

（こどもの国駅）】 

【寺家ふるさと村】 



 

その他の青葉区に関連する主な事業 

保育所等における医療的ケア児 

受入推進 

＜中期計画 戦略１ 政策２＞ 

医療的ケアが必要な子どもの保育所等入所について、医療的ケア児

サポート保育園を中心に利用調整を進めます。また看護師の安定 

雇用等受入体制を強化し、お子様一人ひとりに寄り添った対応を、 

公立・私立各園と連携し進めていきます。 

地域支援のデジタル化事業 

＜中期計画 戦略２ 政策９＞ 

デジタル技術を活用した地域支援の新たな仕組みづくりとして、自治

会町内会やＮＰＯ法人等の情報の見える化（市民協働マップ）に取り組

み、地域活動への参加促進、団体同士の連携強化を図ります。当該

事業は、青葉区と市民局の協働モデル事業として実施します。 

横浜発の新技術（ペロブスカイト太陽 

電池※４ ）を活用した機運醸成 

＜中期計画 戦略３ 政策 18＞ 

 

学校法人桐蔭学園との連携協定に基づき、 

イベント等での展示や体験等を通じた、 

ペロブスカイト太陽電池の周知や快適な 

脱炭素ライフスタイルを提案します。 

 

バス路線の維持・充実に向けた走行 

環境整備事業 

＜中期計画 戦略５ 政策 28＞ 

利用者の多い青葉台駅と日本体育大学を結ぶ 

路線で連節バス導入に向けた走行環境の整備を 

進めます。また、連節バスの導入にあわせて 

周辺路線を再編し、運行の効率化を図ります。 

これらの取組により、バス路線の維持・充実に 

つなげます。 

ハマッコトイレ（災害時下水直結式仮設 

トイレ）の整備 

＜中期計画 戦略８ 政策 35＞ 

災害時におけるトイレ機能を確保するため、地域 

防災拠点に整備してきたハマッコトイレについて、 

令和５年度に区内６拠点の整備を行い、指定 

された全 41 拠点の整備完了を目指します。 

榎が丘小・つつじが丘小建替え 

＜中期計画 戦略９ 政策 38＞ 

令和４年度に工事着手した榎が丘小学校の建替えについては、 

新しい校舎棟の令和６年度中の竣工に向けて工事を進めます。 

令和２年度に検討着手したつつじが丘小学校の建替えについては、 

実施設計を進めます。 

 

※１ 「横浜市中期計画 2022～2025」は、次のページをご覧ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2022-2025/chuki2022-.html 

※２ 青葉６大学とは、区内にキャンパスを有する國學院大學、星槎大学、玉川大学、桐蔭横浜大学、 

日本体育大学、横浜美術大学の６つの大学です。 

※３ 「AOBA GUIDE BOOK『もっと青葉が好きになる！』」は、次のページをご覧ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/renkei/ao62022.html 

※４ ペロブスカイト太陽電池とは、桐蔭横浜大学の宮坂特任教授が発明した、薄くて、軽く、曲げられることが特

徴の次世代太陽電池です。 

【ハマッコトイレ】 

【連節バス】 

【ペロブスカイト太陽電池】 



活動のスタートを

応援します！

補助金
あおば
スタート

令和５年度事業募集
🍀🍀 求める取組

自治会町内会と連携・協力して実施する、

青葉区内の地域課題の解決につながる取組

🍀🍀 補助金額

初年度 ：30万円上限（補助対象経費の９/10上限）

２年度目：15万円上限（補助対象経費の１/２上限）

🍀🍀 募集期間

令和５年11月30日（木）まで

（※予算上限に達し次第終了）

電話：045-978-2286 FAX :045-978-2413

Ｅメール：ao-chiikiryoku@city.yokohama.jp

問い合わせ先 青葉区 地域振興課 地域力推進担当

🔍🔍あおばスタート補助金



対象団体

🌼🌼 下記のすべての要件を満たすもの

○２人以上の構成員を有し、団体への参加について制限を設けていない団体
○民主的な意思決定の場がある団体

対象事業

🌼🌼 下記のすべての要件を満たすもの

○青葉区内の地域課題の解決につながる事業
○実施する地域の自治会町内会の了承が得られたうえで、当該自治会町内会と連携・

協力して実施する事業、又は実施する事業の地域の自治会町内会が主催する事業
○これからはじめる事業又は既存の事業の改善や見直しを行う事業
○課題とその解決手法が明確に提示されている事業
○補助事業者等が自主的・主体的に企画及び実施する事業
○補助金の交付決定があった年度中に実施する事業
○補助金の交付決定があった年度を超えて継続的な取組を行おうとしている事業
🌼🌼 青葉みらいづくり大学校修了生が作成した活動計画に基づく事業も対象

※ 次に該当する事業は対象外とします。
○営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
○政治的又は宗教的な宣伝の意図を有する事業
○他の補助金等の支援を受けている事業
○公序良俗に反するなど、支援の対象として適当でないと認められる事業

対象経費

申請日以降から令和６年３月31日までに支出する事業に要する経費を対象とします。た
だし、次に掲げるものは対象としません。
① 施設などの維持管理に関する経費
② 親睦的な飲食費、他団体への会費や寄付、直接組織の運営・活動にかかる経費
③ 申請団体に所属する者への謝金
※ 対象経費一覧については、青葉区ウェブサイト内の「あおばスタート補助金交付

要綱」をご確認ください。

補助期間 連続する２か年度を限度とします。 ※ 各年度ごとに申請が必要です。

補助金額
初年度 ：補助対象経費の９/10を限度に、30万円を上限として区長が決定
２年度目：補助対象経費の１/２を限度に、15万円を上限として区長が決定

申請期間 令和５年11月30日（木）まで（予算上限に達し次第終了）

交付決定方法
申請書提出後、審査委員会にて申請内容を審査した上で、補助金交付の可否及び補助金
交付金額を決定します。

審査項目 ① 必要性 ② 主体性 ③ 実現性 ④ 継続性 ⑤ 将来性 ⑥ 創意工夫

交付までの
流れ

例：６月に申請した場合の目安（太枠…申請者、細枠…区）

申請方法

青葉区ウェブサイトにて、「あおばスタート補助金交付要綱」を確認の上、掲載してい
る申請書等に必要事項を記入し、郵送、Ｅメール又は直接提出してください。
【提出先】
青葉区 地域振興課 地域力推進担当（青葉区役所４階74番窓口）
住 所 ：〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町３１番地４
Ｅメール：ao-chiikiryoku@city.yokohama.jp

相談・申請

（６月）

審査委員会

（８月上旬）

交付決定

（８月中旬）
請求書提出 交付

申請にあたっては、必ず事前に青葉区地域力推進担当にご相談ください。
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